
新型コロナウイルス感染症の影響による、

後期高齢者医療保険料減免対象判定簡易フローチャート

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と比べて、

収入が減少した。

新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維

持者が死亡、あるいは重篤な傷病を負った。

世帯の主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれか

の減少額が、前年中の当該事業収入等の額の１０分の３

以上である。

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が

1,000万以下である。

世帯の主たる生計維持者の前年比１０分の３以上の減少

が見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円

以下である。

世帯の主たる生計維持者の前年比１０分の３以上の減少

が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以

下ではない。

申請により減免の対象になる可能性あり 減免の対象外
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